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消防庁及びFMMCの協定（※）に関するこれまでの議論の経緯
1. 第69回作業部会で⽰した協定の⾻格（案）
（１）被害情報収集ハブの構築について（基本的な考え⽅）
（２）情報流通に係る体制（情報流通に係る役割の明確化）
（３）情報伝達に係る取組（合同訓練等）
（４）システムトラブル発⽣時の責任分担・対処
（５）アップデート等に伴う対応（XML仕様の改定等）
（６）問合せ対応

２．これまでの主にご意⾒・ご指摘をいただいた明確化すべき事項
（１）消防庁及びFMMCの責任分担・消防庁（被害情報収集ハブ）の位置づけ
（２）情報発信者である⾃治体との関係
（３）情報フォーマット（XML仕様）の変更・管理
（４）問合せへの対応

→次ページ以降で、各指摘事項に対する協定及び実施計画における考え⽅について説明
＜参考＞

・「協定」で取組の⼤枠・⽅針、「実施計画」でより具体的な取組を規定。
（実施計画に基づく詳細は「マニュアル」で規定）

※現在最終調整中
※第６９回作業部会資料WG６９−３より抜粋
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各指摘事項に対する協定及び実施計画における考え⽅①

（１）消防庁及び
FMMCの責任分
担・消防庁（被害
情報収集ハブ）の
位置づけ

協定 実施計画
①消防庁被害情報収集ハブは、都道府県防災
情報システム及びLアラート情報配信基盤を
仲介するシステムとして位置づけ。

②地⽅公共団体が都道府県防災情報システム
を経由して発信された情報が、消防庁被害情
報収集ハブを経由してLアラート情報配信基
盤に迅速かつ確実に送受信できるよう、消防
庁及びＦＭＭＣが互いに協⼒して取組みを⾏
うことを⽬的とする。
③協定の具体的取組として、以下を内容とす
る実施計画を定める。

⼀ 責任者、連絡体制、⼈員体制等の実施体制
⼆ 仕様変更
三 責任分界点等
四 問い合わせ
五 障害発⽣時における対応
六 訓練・啓発活動
七 改善提案
⼋ 関係する会議・説明会への参加

①責任者・連絡体制等
協定の実施における責任者（全体責任者、
運⽤責任者、技術責任者）を消防庁及び
FMMCにおく。

②責任分界点
消防庁及びFMMCは各々の提供するシス
テムの保守・運⽤に責任を負う。

③障害発⽣時における対応
それぞれの提供するシステムについてマ
ニュアル（→資料35₋３※）に沿った対
応を実施。
⼤規模なシステム障害等例外的な状況で
は、速やかに情報共有し、連携して対応
を双⽅で協議

※本資料６ページ参照
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各指摘事項に対する協定及び実施計画における考え⽅②

（２）情報発信者
である⾃治体との
関係

協定における考え⽅ 実施計画

③協定の具体的取組として、以下
を内容とする実施計画を定める。

⼀ 責任者、連絡体制、⼈員体制等の実施体制
⼆ 仕様変更
三 責任分界点等
四 問い合わせ
五 障害発⽣時における対応
六 訓練・啓発活動
七 改善提案
⼋ 関係する会議・説明会への参加

・情報発信者である⾃治体が迅速・
確実に情報発信をすることを⽀援す
るため、全国合同訓練及び都道府県
研修を実施。

（⾃治体の⼊⼒に不備がある場合の
対応については、問い合わせの⼀類
型としてマニュアルで整理。（基本
的には気づいた者が⾃治体に知らせ
て訂正を依頼））
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（３）情報フォー
マット（XML仕
様）の変更・管理

協定における考え⽅ 実施計画

③協定の具体的取組として、以下を
内容とする実施計画を定める。

⼀ 責任者、連絡体制、⼈員体制等の実施体制
⼆ 仕様変更
三 責任分界点等
四 問い合わせ
五 障害発⽣時における対応
六 訓練・啓発活動
七 改善提案
⼋ 関係する会議・説明会への参加

（XML仕様書（ドキュメント）の管理は
引き続きFMMCにおいて実施）

• 消防庁及びＦＭＭＣは、シス
テムの接続、ＸＭＬの仕様等
に変更を加えようとする場合
は、あらかじめ変更を加えて
も問題がないことを互いに確
認した上で実施する。XML仕
様の決定はFMMCが⾏う。

各指摘事項に対する協定及び実施計画における考え⽅③
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（４）問合せへの
対応

協定における考え⽅ 実施計画

③協定の具体的取組として、以下を
内容とする実施計画を定める。

⼀ 責任者、連絡体制、⼈員体制等の実施体制
⼆ 仕様変更
三 責任分界点等
四 問い合わせ
五 障害発⽣時における対応
六 訓練・啓発活動
七 改善提案
⼋ 関係する会議・説明会への参加

• 消防庁は、都道府県から問い
合わせがあった場合に対応す
る。ただし、緊急速報メール
およびLアラートビューワの問
い合わせはFMMC対応。

（市町村は、都道府県経由で問
い合わせ）

• ＦＭＭＣは、メディア等から
問い合わせがあった場合に対
応する。

• 双⽅に関連する問合せについ
ては、適宜エスカレーション
して対応する。

各指摘事項に対する協定及び実施計画における考え⽅④
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（参考）システムトラブル発⽣時の責任分担・対処
※第３５回運営諮問委員会資料３５−３より抜粋


